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(57)【要約】
【課題】ｎ－ブタノール、イソブチルアルコール、デカン酸エチルおよびオクタン酸エチ
ルを含む、発酵感を有するワイン風味飲料を提供する。
【解決手段】ワイン風味飲料において、ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含
有量の合計が０．１ｐｐｍ以上、デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計
が０．０２ｐｐｍ以上となるように調整する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ－ブタノール、イソブチルアルコール、デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルを含
む、発酵感を有するワイン風味飲料であって、
　ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１ｐｐｍ以上であり
、
　デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐｐｍ以上である、
前記飲料。
【請求項２】
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．５
～２５ｐｐｍである、請求項１に記載の飲料。
【請求項３】
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．１～７
ｐｐｍである、請求項１または２に記載の飲料。
【請求項４】
　非アルコール飲料である、請求項１～３のいずれか一項に記載の飲料。
【請求項５】
　アルコール飲料である、請求項１～３のいずれか一項に記載の飲料。
【請求項６】
　ワインである、請求項５に記載の飲料。
【請求項７】
　発酵感を有するワイン風味飲料を製造する方法であって、
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１
ｐｐｍ以上となるように調整する工程、
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐ
ｐｍ以上となるように調整する工程
を含む、前記製造方法。
【請求項８】
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．５
～２５ｐｐｍとなるように調整される、請求項７に記載の製造方法。
【請求項９】
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．１～７
ｐｐｍとなるように調整される、請求項７または８に記載の製造方法。
【請求項１０】
　ワイン風味飲料に発酵感を付与する方法であって、
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１
ｐｐｍ以上となるように調整する工程、
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐ
ｐｍ以上となるように調整する工程
を含む、前記方法。
【請求項１１】
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．５
～２５ｐｐｍとなるように調整される、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．１～７
ｐｐｍとなるように調整される、請求項１０または１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発酵感を有するワイン風味飲料およびその製造方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　消費者のニーズの多様化および健康志向の高まり等により、ビールやカクテル等のアル
コール飲料を模した、アルコール含有量が低い飲料、またはアルコールを実質的に含まな
い飲料の需要が増大している。しかしながら、それらの低アルコール飲料や非アルコール
飲料では、酵母によるアルコール発酵の際に生成する香気成分に由来する、奥行きが深く
幅のある風味やバランスの良い後味等の風味（発酵感）を再現することは容易ではない。
【０００３】
　ワインにおいても同様に、低アルコール化および非アルコール化の需要があるものの、
低アルコールワインおよび非アルコールワインの開発は、ビールやカクテル等と比較して
遅れているのが現状である。
【０００４】
　従来、アルコール含有量が低いワイン、またはアルコールを実質的に含まないワイン風
味飲料にアルコール感を付与するために、フレーバーやエキス（例えば、ワインエキス等
）を配合することが一般的に行われてきた。
【０００５】
　しかしながら、これらの低アルコールワインや非アルコールワイン飲料では、酵母によ
るアルコール発酵の際に生成する香気成分に由来する、奥行きが深く幅のある風味やバラ
ンスの良い後味等の風味が十分に再現されているとは言えなかった。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明者らは、ワイン風味飲料において、特定の高級アルコール（ｎ－ブタノールおよ
びイソブチルアルコール）および特定の脂肪酸エステル（デカン酸エチルおよびオクタン
酸エチル）の含有量をそれぞれ調整することにより、該ワイン風味飲料において、酵母に
よるアルコール発酵の際に生成する香気成分に由来する、奥行きが深く幅のある風味（複
雑な味わい）やバランスの良い後味（余韻）等の風味、すなわち発酵感を付与し得ること
を見出した。本発明は、この知見に基づくものである。
【０００７】
　したがって、本発明は、発酵感を有するワイン風味飲料およびその製造方法を提供する
。
【０００８】
　本発明によれば、以下の発明が提供される。
［１］ｎ－ブタノール、イソブチルアルコール、デカン酸エチルおよびオクタン酸エチル
を含む、発酵感を有するワイン風味飲料であって、
　ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１ｐｐｍ以上であり
、
　デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐｐｍ以上である、
前記飲料。
［２］前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０
．５～２５ｐｐｍである、［１］に記載の飲料。
［３］前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．１
～７ｐｐｍである、［１］または［２］に記載の飲料。
［４］非アルコール飲料である、［１］～［３］のいずれかに記載の飲料。
［５］アルコール飲料である、［１］～［３］のいずれかに記載の飲料。
［６］ワインである、［５］に記載の飲料。
［７］発酵感を有するワイン風味飲料を製造する方法であって、
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１
ｐｐｍ以上となるように調整する工程、
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐ
ｐｍ以上となるように調整する工程
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を含む、前記製造方法。
［８］前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０
．５～２５ｐｐｍとなるように調整される、［７］に記載の製造方法。
［９］前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．１
～７ｐｐｍとなるように調整される、［７］または［８］に記載の製造方法。
［１０］ワイン風味飲料に発酵感を付与する方法であって、
　前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が０．１
ｐｐｍ以上となるように調整する工程、
　前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．０２ｐ
ｐｍ以上となるように調整する工程
を含む、前記方法。
［１１］前記飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計が
０．５～２５ｐｐｍとなるように調整される、［１０］に記載の方法。
［１２］前記飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計が０．
１～７ｐｐｍとなるように調整される、［１０］または［１１］に記載の方法。
【０００９】
　本発明によれば、ワイン風味飲料において、酵母によるアルコール発酵の際に生成する
香気成分に由来する、奥行きが深く幅のある風味（複雑な味わい）やバランスの良い後味
（余韻）等の風味、すなわち発酵感を付与することができる。
【００１０】
　本明細書において「ワイン風味飲料」とは、ワイン様の風味を主体とする飲料を意味す
る。「ワイン風味飲料」には、「ワイン風飲料」、「ワイン様飲料」、「ワインテイスト
飲料」等と称される飲料も包含される。
【００１１】
　本明細書において「ワイン」とは、主としてブドウの果汁を発酵させて製造されるアル
コール飲料を意味する。
【００１２】
　本明細書において「アルコール飲料」とは、酒税法上アルコール飲料とみなされる、エ
タノール濃度が１％（ｖ／ｖ）以上の飲料を意味する。
【００１３】
　本明細書において「低アルコール飲料」とは、エタノール濃度が低いアルコール飲料を
意味し、例えば、エタノール濃度が１～１０％（ｖ／ｖ）、２～８％（ｖ／ｖ）、４～８
％（ｖ／ｖ）のアルコール飲料を意味する。
【００１４】
　本明細書において「非アルコール飲料」とは、酒税法上アルコール飲料とはみなされな
い、エタノール濃度が１％（ｖ／ｖ）未満の飲料を意味する。
【００１５】
　本明細書において「発酵感」とは、酵母によるアルコール発酵の際に生成する香気成分
に由来する、奥行きが深く幅のある風味（複雑な味わい）やバランスの良い後味（余韻）
等の風味を意味する。
【００１６】
　本明細書において、「ｐｐｍ」は「ｍｇ／Ｌ」と同義である。
【００１７】
　本発明のワイン風味飲料は、特定の高級アルコールおよび脂肪酸エステルを、特定の含
有量で含有する。具体的には、ワイン風味飲料は、高級アルコールとして、ｎ－ブタノー
ルおよびイソブチルアルコールを含有し、脂肪酸エステルとして、デカン酸エチルおよび
オクタン酸エチルを含有する。このような本発明のワイン風味飲料は、エタノールを含む
ことにより奏されるような発酵感を有する。
【００１８】
　本発明のワイン風味飲料は、ワイン様の風味を主体とする限り特に限定されず、酵母に
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よる発酵を経たものであってもよいし、経ていないものであってもよい。具体的には、ワ
インそのもの、ワインを成分として用いて製造される飲料、ワインを成分として用いずに
製造される飲料等が挙げられる。
【００１９】
　ワインとしては、例えば、スティルワイン（赤ワイン、白ワインおよびロゼワイン）、
スパークリングワイン、およびこれらのワインの製造過程において、果汁、スパイス、ハ
ーブ、エタノール等を添加したワイン（例えば、フォーティファイドワイン（酒精強化ワ
イン）、フレーバードワイン等）等が挙げられる。フォーティファイドワインとしては、
例えば、シェリー、マラガワイン、ポートワイン等が挙げられる。また、フレーバードワ
インとしては、例えば、サングリア、ヴェルモット、キール等が挙げられる。
【００２０】
　ワインを成分として用いて製造されるワイン風味飲料としては、例えば、ワインを希釈
してエタノール含有量を低下させた飲料、ワインと他のアルコール飲料とを混合した飲料
等が挙げられる。ワインのエタノール量を低下させるには、例えば、水、炭酸水、清涼飲
料（例えば、炭酸飲料、果実飲料等）等が用いられる。また、ワインと混合する他のアル
コール飲料としては、例えば、焼酎、ウォッカ、ウイスキー、原料用アルコール等が挙げ
られる。
【００２１】
　ワインを成分として用いずに製造されるワイン風味飲料としては、例えば、ワインの香
味成分を含む飲料、ワイン香料を含む飲料等が挙げられる。また、ワインの香味成分やワ
イン香料以外の香味成分や香料、果汁、糖類、エタノール等を組み合わせて含む、ワイン
様の風味を主体とする飲料を用いることもできる。
【００２２】
　本発明のワイン風味飲料は、酵母による発酵を経たものであってもよいし、経ていない
ものであってもよい。また、ワイン風味飲料におけるエタノール含有量（エタノール濃度
）も特に限定されない。したがって、本発明のワイン風味飲料は、非アルコール飲料であ
ってもよく、アルコール飲料であってもよい。
【００２３】
　本発明のワイン風味飲料は、エタノールを実質的に含有しない非アルコール飲料である
場合であっても、エタノールを含む場合に奏されるような発酵感を有し得る。
【００２４】

　また、本発明のワイン風味飲料は、エタノールを含有する低アルコール飲料等のアルコ
ール飲料である場合には、含有されるエタノールに起因する発酵感に加えて、さらなる発
酵感（すなわち、増強された発酵感）を有し得る。
【００２５】
　本発明のワイン風味飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量
の合計の下限値は０．１ｐｐｍであり、好ましくは０．５ｐｐｍ、より好ましくは０．７
ｐｐｍである。
【００２６】
　ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量が大きいほど、ワイン風味飲料に
おける発酵感は増大するため、本発明のワイン風味飲料のｎ－ブタノールおよびイソブチ
ルアルコールの含有量は、所望の発酵感に応じて適宜設定することができる。よって、ｎ
－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量の合計の上限値は、特に制限されるも
のではないが、ワイン風味飲料の味や風味等のバランスの観点から、例えば２８ｐｐｍ、
好ましくは２５ｐｐｍ、より好ましくは２１ｐｐｍ、特に好ましくは７ｐｐｍとしてもよ
い。
【００２７】
　本発明のワイン風味飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量
の合計の範囲は、好ましくは０．５～２５ｐｐｍ、より好ましくは０．７～２１ｐｐｍ、
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より一層好ましくは０．７～７ｐｐｍである。ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコー
ルの含有量の合計がこのような範囲にある場合には、ワイン風味飲料が適度な発酵感を有
し、味や風味等のバランスが特に良好となる。
【００２８】
　本発明のワイン風味飲料に含まれるｎ－ブタノールとイソブチルアルコールとの質量比
は、本発明の効果が奏される限り特に限定されないが、イソブチルアルコールの質量に対
するｎ－ブタノールの質量の比（ｎ－ブタノールの質量：イソブチルアルコールの質量）
として、好ましくは１：９９～９９：１、より好ましくは１：９～９：１、より一層好ま
しくは１：４～４：１、特に好ましくは１：２～２：１である。
【００２９】
　本発明のワイン風味飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量
は、ｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルアルコールそのものをワイン風味飲料に添
加することによって調整してもよく、また、ｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルア
ルコールを含有する飲食品原料等を使用し、その添加量を増減させることにより調整して
もよい。
【００３０】
　ワイン風味飲料におけるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量は、いず
れも当業者であれば適切に測定することができる。その定量方法としては、溶液中のこれ
らの物質を正確に測定できる方法であればいかなる方法も使用することができ、例えば、
２－ｓｔｅｐ　Ｍｕｌｔｉ－Ｖｏｌａｔｉｌｅ　Ｍｅｔｈｏｄ（２－Ｓｔｅｐ　ＭＶＭ）
によりｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルアルコールを捕集し、ガスクロマトグラ
フィー／質量分析法（ＧＣ／ＭＳ）によって定量することができる。また、正確な定量の
ためには、既知濃度のこれらの物質を含有する測定サンプルの測定結果に基づいて作成し
た検量線を用いることもできる。
【００３１】
　ｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルアルコールの捕集は、１００μＬのワイン風
味飲料をバイアルに入れ、下記表１に示す条件の２－Ｓｔｅｐ　ＭＶＭに供して行うこと
ができる。
【００３２】
【表１】

【００３３】
　２－Ｓｔｅｐ　ＭＶＭにより捕集されたｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルアル
コールの定量は、加熱脱着ユニット（ＴＤＵ）および冷却注入システム（ＣＩＳ）を装備
したＧＣ／ＭＳに供して、以下の条件により行うことができる。
ＴＤＵ熱抽出条件
　　アルコールＭＶＭ：３０～３００℃（７２０℃／分）、３分間保持
　　ＦＥＤＨＳ：３０～２６０℃（７２０℃／分）、３分間保持
ＣＩＳ条件
　　アルコールＭＶＭ：－５０～２７０℃（１２℃／秒）
　　ＦＥＤＨＳ：＋１０～２７０℃（１２℃／秒）
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ＧＣ／ＭＳ条件
　　ＧＣ：Ａｇｉｌｅｎｔ７８９０
　　ＭＳ：Ａｇｉｌｅｎｔ　５９７５Ｃ　ｉｎｅｒｔ　ＸＬ　ＭＳＤ
　　カラム：ＧＬ　サイエンス　ＴＣ－ＷＡＸ　ｃｏｌｕｍｎ（長さ：３０ｍ、内径：０
．２５ｍｍ、膜厚：０．２５μｍ）
　　キャリアガス：ヘリウム
　　流量：１ｍＬ／分
　　注入口温度：２５０℃
　　ｓｐｌｉｔ／ｓｐｌｉｔｌｅｓｓ：Ｓｐｌｉｔｌｅｓｓ
　　オーブン条件：６０～２５０℃（５℃／分）
　　イオン化電圧：７０ｅＶ（ＥＩ）
　　イオン化源温度：１５０℃
【００３４】
　本発明のワイン風味飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合
計の下限値は０．０２ｐｐｍであり、好ましくは０．１ｐｐｍ、より好ましくは０．２ｐ
ｐｍである。
【００３５】
　デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量が大きいほど、ワイン風味飲料におけ
る発酵感は増大するため、本発明のワイン風味飲料のデカン酸エチルおよびオクタン酸エ
チルの含有量は、所望の発酵感に応じて適宜設定することができる。よって、デカン酸エ
チルおよびオクタン酸エチルの含有量の合計の上限値は特に制限されるものではないが、
ワイン風味飲料の味や風味等のバランスの観点から、例えば８ｐｐｍ、好ましくは７ｐｐ
ｍ、より好ましくは６ｐｐｍ、特に好ましくは２ｐｐｍとしてもよい。
【００３６】
　本発明のワイン風味飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量の合
計の範囲としては、好ましくは０．０２～８ｐｐｍ、より好ましくは０．２～６ｐｐｍ、
より一層好ましくは０．２～２ｐｐｍである。デカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの
含有量の合計がこのような範囲にある場合には、ワイン風味飲料が適度な発酵感を有し、
味や風味等のバランスが特に良好となる。
【００３７】
　本発明のワイン風味飲料に含まれるデカン酸エチルとオクタン酸エチルとの質量比は、
本発明の効果が奏される限り特に限定されないが、オクタン酸エチルの質量に対するデカ
ン酸エチルの質量の比（デカン酸エチルの質量：オクタン酸エチルの質量）として、好ま
しくは１：９９～９９：１、より好ましくは１：９～９：１、より一層好ましくは１：４
～４：１、特に好ましくは１：２～２：１である。
【００３８】
　本発明のワイン風味飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量は、
デカン酸エチルおよび／またはオクタン酸エチルそのものをワイン風味飲料に添加するこ
とによって調整してもよく、また、デカン酸エチルおよび／またはオクタン酸エチルを含
有する飲食品原料等を使用し、その添加量を増減させることにより調整してもよい。
【００３９】
　ワイン風味飲料におけるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量は、いずれも
当業者であれば適切に測定することができる。その定量方法としては、溶液中のこれらの
物質を正確に測定できる方法であればいかなる方法も使用することができ、例えば、２－
Ｓｔｅｐ　ＭＶＭによりデカン酸エチルおよび／またはオクタン酸エチルを捕集し、ＧＣ
／ＭＳによって定量することができる。なお、２－Ｓｔｅｐ　ＭＶＭによるデカン酸エチ
ルおよび／またはオクタン酸エチルの捕集、ならびにＧＣ／ＭＳによる定量は、それぞれ
ｎ－ブタノールおよび／またはイソブチルアルコールについての捕集、定量の条件と同様
の条件により行うことができる。また、正確な定量のためには、既知濃度のこれらの物質
を含有する測定サンプルの測定結果に基づいて作成した検量線を用いることもできる。
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【００４０】
　本発明のワイン風味飲料は、ワイン風味飲料の製造過程において、特定の高級アルコー
ルおよび脂肪酸エステルの含有量を上述の範囲に調整することによって製造することがで
きる。具体的には、本発明のワイン風味飲料は、ワイン風味飲料の製造過程において、高
級アルコールであるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量を上述の範囲に
調整し、脂肪酸エステルであるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量を上述の
範囲に調整することによって製造することができる。また、必要に応じて、ｎ－ブタノー
ルとイソブチルアルコールとの質量比、および／またはデカン酸エチルとオクタン酸エチ
ルとの質量比を、それぞれ上述の範囲に調整してもよい。本発明の製造方法によりワイン
風味飲料を製造することにより、発酵感を有するワイン風味飲料を得ることができる。
【００４１】
　本発明の他の態様によれば、ワイン風味飲料に発酵感を付与する方法が提供され、ワイ
ン風味飲料において、特定の高級アルコールおよび脂肪酸エスエルの含有量を上述の範囲
に調整する工程を含む。具体的には、該方法は、ワイン風味飲料において、高級アルコー
ルであるｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールの含有量を上述の範囲に調整する工
程、脂肪酸エステルであるデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルの含有量を上述の範囲
に調整する工程を含む。また、必要に応じて、ｎ－ブタノールとイソブチルアルコールと
の質量比、および／またはデカン酸エチルとオクタン酸エチルとの質量比を、それぞれ上
述の範囲に調整してもよい。本発明の方法により、ワイン風味飲料に発酵感を付与するこ
とができる。また、ワイン風味飲料がエタノールを含有する低アルコール飲料等のアルコ
ール飲料である場合には、含有されるエタノールに起因する発酵感に加えて、さらなる発
酵感を付与し、発酵感を増強することができる。
【実施例】
【００４２】
　以下の実施例に基づいて本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定
されるものではない。
【００４３】
実施例１：高級アルコールおよび脂肪酸エステルの含有量の検討
　ワイン風味飲料における高級アルコールおよび脂肪酸エステルのそれぞれの適切な含有
量を、以下の手順に従って検討した。
【００４４】
（１）飲料サンプルの調製
　アルコールを実質的に含まないワイン風味飲料「メルシャンフリー　スパークリング　
白」（メルシャン株式会社製）に、高級アルコールとしてｎ－ブタノールおよびイソブチ
ルアルコールを添加し、脂肪酸エステルとしてデカン酸エチルおよびオクタン酸エチルを
添加した。高級アルコールの含有量を、ｎ－ブタノールおよびイソブチルアルコールとし
て０．１～２８ｐｐｍとなるように調整した。また、脂肪酸エステルの含有量を、デカン
酸エチルおよびオクタン酸エチルとして０．０２～８ｐｐｍとなるように調整した。なお
、イソブチルアルコールの質量に対するｎ－ブタノールの質量の比（ｎ－ブタノールの質
量：イソブチルアルコールの質量）を３：４となるように調整した。また、オクタン酸エ
チルの質量に対するデカン酸エチルの質量の比（デカン酸エチルの質量：オクタン酸エチ
ルの質量）を１：１となるように調整した。
【００４５】
（２）官能評価試験
　上記（１）で調製された各飲料サンプルを官能評価試験に供した。官能評価試験では、
各飲料サンプルの発酵感に関する３つの項目（「発酵香気」、「味の複雑さ」および「後
味の余韻（持続性）」）について、よく訓練され、ワイン風味飲料の評価に熟練したパネ
ル３名により、それぞれ５段階（５（強い）、４（やや強い）、３（標準）、２（やや弱
い）、１（弱い））のスコアで評価を行った。各飲料サンプルの３つの項目のスコアにつ
いて、それぞれ３名のパネルの平均値を算出し、算出された３つの項目のスコアの平均値



(9) JP 2021-106526 A 2021.7.29

10

20

30

40

の合計を、発酵感の「総合評価」の基準とした。表２に、発酵感の「総合評価」の結果を
、以下の４段階で示す。
【００４６】
　　◎：ワインらしさが十分に感じられる発酵感を有する（スコア平均値の合計が８点以
上）。
　　○：ワインらしさが感じられる発酵感を有する（スコア平均値の合計が６点以上８点
未満）。
　　△：ワインとして許容できる発酵感を有する（スコア平均値の合計が４点以上６点未
満）。
　　×：ワインらしい発酵感を有さない（スコア平均値の合計が４点未満）。
【００４７】
【表２】

【００４８】
　表２に示す結果から、本官能評価試験では、いずれのワイン風味飲料も、ワインらしい
発酵感を有さない（総合評価「×」）とは評価されなかった。すなわち、高級アルコール
の含有量が０．１～２８ｐｐｍであり、かつ、脂肪酸エステルの含有量が０．０２～８ｐ
ｐｍである場合には、いずれの濃度であってもワイン風味飲料においてワインのような発
酵感が奏されることが分かった。また、高級アルコールの含有量が０．７～２１ｐｐｍで
あり、かつ、脂肪酸エステルの含有量が０．２～６ｐｐｍである場合には、ワイン風味飲
料において良好な発酵感が奏され、高級アルコールの含有量が０．７～７ｐｐｍであり、
かつ、脂肪酸エステルの含有量が０．２～２ｐｐｍである場合には、特に良好な発酵感が
奏されることが分かった。
【００４９】
　また、表２のうち、濃度区１～１２の各飲料サンプルについて、発酵感に関する３つの
項目（「発酵香気」、「味の複雑さ」および「後味の余韻（持続性）」）および総合評価
の５段階スコア（５（強い）、４（やや強い）、３（標準）、２（やや弱い）、１（弱い
））を下記表３に示す。
【００５０】
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【表３】

【００５１】
　表３に示す結果から、濃度区３、５、８および１０においては、３つの項目のスコアが
いずれも４．０以上であり、発酵香気、味の複雑さ、後味の余韻のバランスが極めて良好
であることが分かった。また、その他の濃度区においても、３つのスコアがいずれも３．
０以上であり、発酵香気、味の複雑さ、後味の余韻のバランスが良好であることが分かっ
た。
【００５２】
実施例２：高級アルコールおよび脂肪酸エステルの含有量の上限値の検討
　ワイン風味飲料における高級アルコールおよび脂肪酸エステルの含有量の上限値を、以
下の手順に従って検討した。
【００５３】
（１）飲料サンプルの調製
　実施例１の（１）と同様の方法に従って、下記表４に示す飲料サンプル１～５を調製し
た。

【表４】

【００５４】
（２）官能評価試験
　上記（１）で調製された各飲料サンプルを官能評価試験に供した。官能評価試験では、
各飲料サンプルの発酵感に関する３つの項目（「発酵香気」、「味の複雑さ」および「後
味の余韻（持続性）」）について、よく訓練され、ワイン風味飲料の評価に熟練したパネ
ル３名により、それぞれ５段階（５（強い）、４（やや強い）、３（標準）、２（やや弱
い）、１（弱い））のスコアで評価を行った。なお、各項目について、飲料サンプル１の
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れ３名のパネルの平均値を算出し、算出された３つの項目のスコアの平均値の合計を、発
酵感の「総合評価」の基準とした。各飲料サンプルについて、発酵感に関する３つの項目
および総合評価の５段階スコアを下記表５に示す。
【００５５】
【表５】

【００５６】
　表５に示す結果から、高級アルコールおよび脂肪酸エステルの含有量を大きくした場合
には、総合的な発酵感を有しつつ、香り立ちが強い一方で、味の複雑さが弱く、後味の余
韻が弱い（すっきりとした余韻）ワイン風味飲料が得られることが分かった。すなわち、
ワイン風味飲料における高級アルコールおよび／または脂肪酸エステルの含有量を適宜設
定することにより、ワイン風味飲料に総合的な発酵感を付与しつつ、所望の程度の発酵香
気、味の複雑さ、後味の余韻（持続性）を付与し得ることが分かった。
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